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その一方で、一部の受入れ企業において、研修生・実習生が劣悪な居住環

境・就労環境の下で拘束的な労働を強いられていたり、中には、セクハラ、

暴力等の人権侵害を受けているなどの事案も発生している。こうした事態

は、一刻も早く根絶する必要がある。 
これら現在発生している問題事案については、これをいたずらに放置す

ることなく、迅速に対応することが必要であり、制度の適正化に係る提言

内容については、可能なものから順次実行に移していくことを強く希望す

る。 
本報告においては、各論として、具体的な見直し内容の提言までに至ら

ず、検討の方向性を示すにとどまったものもあり、これらの課題について

は今後引き続き議論を深めていくこととする。  
上記の見直しを契機に、研修・技能実習制度が本来の趣旨に立ち返って、 

アジア全体の技術力向上・経済成長に貢献する制度として発展することを

期待するとともに、そのためには、政府、地方公共団体、労使団体、業界

団体、個々の企業経営者等関係者の真摯な努力が不可欠であることを最後

に指摘しておきたい。 

 


